
制定 令和２年２月５日 原規規発第 2002054 号-2 原子力規制委員会決定 

令和２年２月５日 

原子力規制委員会 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈の制定に

ついて 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈を別添のとお

り定める。 

附 則 

１ この規程は、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の施

行の日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

（平成２９年法律第１５号）第３条の規定による改正前の核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第１６

条の４第２項、第２８条の２第２項又は第４６条の２第２項の規定に基づく

認可又は第５５条の３第１項の規定に基づく検査を受けた溶接の方法におい

て、溶接をする者として確認を受けた者は、別記（試験研究の用に供する原

子炉等に係る施設の溶接の方法等について）４．の要求事項に適合している

者とみなす。 

３ 試験研究の用に供する原子炉等の溶接の方法の認可について（１２安局第

２１１号（平成１２年１２月２７日科学技術庁原子力安全局長通知））は、

以後用いない。 



別添 

〇試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、同規則に照

らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、同規則に適合するものと判断する。 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

（材料及び構造） 

第十二条 試験研究用等原子炉施設に属する容器、管、弁及びポンプ並びに

これらを支持する構造物並びにこれらを支持する構造物並びに炉心支持

構造物のうち、試験研究用等原子炉施設の安全性を確保する上で重要なも

の（以下この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲

げるところによらなければならない。この場合において、第一号（容器等

の材料に係る部分に限る。）及び第二号の規定については、法第二十八条

第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 

一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるもので

あること。 

二 容器等の主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以

下この号において同じ。）は、次に掲げるところによるものであるこ

と。 

第１２条（材料、構造等） 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な耐圧部分の溶接部」とは、以

下に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

⑴ 原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器

⑵ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービン及びその附属設備を除く。以下こ

の解釈において同じ。）、計測制御系統施設、放射線管理施設又は試験

研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（昭和３２年総理府

令第８３号）第１条の３第１項第２号ヌに規定する試験研究用等原子炉

の附属施設（非常用電源設備を除く。以下「主要実験設備等」という。）

に属する容器であって非常時に安全装置として使用されるもの 

⑶ 原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管の

うち、これが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分 



試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設又は主要実

験設備等に属する管であって、非常時に安全装置として使用されるもの

（⑶に規定するものを除く。） 

⑸ 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測

制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは主要

実験設備等に属する容器（⑵に規定するものを除く。）又はこれらの施

設に属する外径 61mm（最高使用圧力 98kPa 未満の管にあっては、100mm）

を超える管（⑶及び⑷に規定するものを除く。）であって、その内包す

る放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（その内包する放射性物質が液体中に

ある場合は、37kBq/cm3）以上のもの 

⑹ 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測

制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは主要

実験設備等に属する容器（⑵に規定するものを除く。）又はこれらの施

設に属する外径 150mm 以上の管（⑶及び⑷に規定するものを除く。）で

あって、その内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3（その内包する放

射性物質が液体中にある場合は、37kBq/cm3）未満のもののうち、次に定

める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするもの 

イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度 100℃未満のものについ

ては、最高使用圧力 1,960kPa 

ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力 98kPa 

ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力 980kPa（長手継

手の部分にあっては、490kPa） 

⑺ 蒸気タービンに係る蒸気だめ若しくは熱交換器又は非常用電源設備

に属する容器のうち、耐圧部分について溶接をするもの 



試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 

 

 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

 

 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確

認したものであること。 

 

 

 

 

 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備

並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認した

ものにより溶接したものであること。 

２ 試験研究用等原子炉施設に属する機器は、その安全機能の重要度に応じ

て、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、

著しい漏えいがないものでなければならない。 

３ 試験研究用等原子炉施設に属する容器であって、その材料が中性子照射

を受けることにより著しく劣化するおそれがあるものの内部は、監視試

験片を備えたものでなければならない。 

⑻ 蒸気タービンに係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、耐圧部

分について溶接をするもの 

３ 第１項第２号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶

接部の設計において、溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不

連続で特異な形状でないものをいう。 

４ 第１項第２号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」と

は、溶接後の非破壊試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な

欠陥により割れが生ずるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形

状が溶込み不足を生じがたいものであり、溶接部の表面及び内部に有害な

欠陥がないことをいう。 

５ 第１項第２号ロに規定する「非破壊試験」は、放射線透過試験、超音波

探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 

６ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以

上の機械的強度を有するものであることをいう。 

７ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、「試験研究の用に供する原子

炉施設等の溶接方法等について（別記）」に適合したものをいう。 

８ 第２項に規定する適切な耐圧試験は「試験研究の用に供する原子炉施設

等の溶接方法等について（別記）」によること。 
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別記 

 

試験研究の用に供する原子炉等に係る施設の溶接の方法等について 

 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規

則第 号。以下「技術基準規則」という。）第１２条第１項第２号及び第２項の規定に対応

する溶接部に関する要求事項については、以下のとおりとする。 

 

１．溶接の方法 

溶接の方法は、別紙に規定する方法によること。 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術基準規則」という。）第１７条第１５

号の規定により確認されたもの又はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の強化のための核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年

法律第１５号）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律の施行（令和２年４月１日）前に試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転

等に関する規則（昭和３２年総理府令第８３号）第３条の１１の溶接の方法の認可を受け

たもの等をいう。 

 

３．溶接設備 

溶接機の種類並びに溶接後熱処理設備及び試験設備の種類及び容量は、その溶接方法

に適したものであること。 

 

４．溶接を行う者 

実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する技能を有する溶接士であることを認

証された者又はこれと同等と認められる者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日 原規技発第 1306194

号 原子力規制委員会決定）別記－５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接

士技能認証標準⑶により同等と認められた者等をいう。 

 

５．用語の定義 

⑴ 「第１種機器」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する容器又は管をいう。 
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⑵ 「第１種容器」とは、第１種機器に属する容器をいう。 

⑶ 「第１種管」とは、第１種機器に属する管をいう。 

⑷ 「第２種容器」とは、原子炉格納容器並びにこれに接続する容器であって原子炉格納

容器及びこれに接続する容器内の設備から放出される放射性物質等の有害な物質の漏

えいを防止するために設けられるものをいう。 

⑸ 「第３種機器」とは、次に掲げる容器又は管をいう。 

イ 試験研究用等原子炉を安全に停止するために必要な設備又は非常時に安全を確保

するために必要な設備であって、その故障、損壊等により公衆に放射線障害を及ぼす

おそれを間接に生じさせるものに属する容器又は管（放射線管理の用に供するダク

トにあっては、原子炉格納容器の貫通部から外側隔離弁までの部分に限る。） 

ロ タービンを駆動させることを主たる目的とする流体が循環する回路に係る設備に

属する容器又は管であって、第１種機器からこれらに最も近い止め弁までのもの 

ハ イ及びロに掲げるもの以外の容器又は管であって、原子炉格納容器の貫通部から

最も近い隔離弁までのもの 

ニ 原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する容器又は管 

ホ ナトリウムを内包し、かつ、多量の放射性物質を内包している容器又は管（第１種

機器を除く。） 

ヘ 試験研究用原子炉（一次冷却材として軽水又は重水を用いるものに限る。）の通常

運転時に一次冷却材を内包する機器及びこれに附属する機器であって、原子炉容器

内の水位の過度の低下を防止し、炉心を冠水状態に保持するためのものに属する容

器又は管（第１種機器を除く。） 

ト 試験研究用原子炉の炉心に近接する設備であって、その故障、損壊等により放射性

物質の漏えいを生じさせるおそれのあるものに属する容器又は管 

⑹ 「第３種容器」とは、第３種機器に属する容器をいう。 

⑺ 「第３種管」とは、第３種機器に属する管をいう。 

⑻ 「第４種機器」とは、第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第１５号に規定する

第５種管以外の容器又は管をいう。 

⑼ 「第４種容器」とは、第４種機器に属する容器をいう。 

⑽ 「第４種管」とは、第４種機器に属する管をいう。 

⑾ 「第５種管」とは、放射線管理の用に供するダクト（第３種管を除く。）をいう。 

⑿ 「第１種継手」とは、容器の胴、管又は管台の長手継手、球形容器、鏡板又は平板の

継手及び容器の胴、管又は管台に半球形鏡板を取り付ける継手をいう。 

⒀ 「第２種継手」とは、容器の胴、管又は管台の周継手及び容器の胴、管又は管台に半

球形鏡板以外の鏡板を取り付ける継手をいう。 

⒁ 「第３種継手」とは、容器の胴、管又は管台にフランジ、平板又は管板を取り付ける

継手をいう。 
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⒂ 「第４種継手」とは、容器の胴、管、管台、鏡板又は平板に管台を取り付ける継手を

いう。 
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試験研究の用に供する原子炉等に係る施設の溶接の方法 

 

１．溶接部の設計 

第１種容器、第２種容器、第３種容器、第４種容器、第１種管、第３種管及び第４種

管の溶接部の設計は、次表に掲げる場合を除き、突合せ両側溶接によって行うこと。ま

た、第３種容器及び第４種容器の開放容器並びに第５種管の溶接部の設計は、次表に掲

げる場合を除き、突合せ片側溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行

うこと。ただし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この限りで

はない。 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 
溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 
第１種 
容器 

内径が 600mm 以下の
ものの継手の溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（第１種継手又
は熱荷重により著しい応
力が生ずる部分にあって
は溶接後裏あて金を取り
除いたものに限る。）、初層
イナートガスアーク溶接
又はこれらと同等以上の
効果が得られる方法 

 

第３種継手の溶接 別図第２⑴から⑶まで 
別図第３⑴から⑷まで 

熱加重により著しい応力
が生ずる部分であって、
別図第２⑵若しくは⑶又
は別図第３⑴から⑷まで
のいずれかよる場合は、
外径が 115 ㎜以下のもの
に限る。 

第４種継手の溶接 別図第４⑴から⒃まで 
 

別図第４⒀から⒃までに
よる場合にあっては、著
しい反力を受けないもの
に限る。また、熱加重に
より著しい応力が生ずる
部分であって、別図第４
⑹から⑿までによる場合
は、接続される管の外径
が 115 ㎜以下のものに限
り、別図第４⒀から⒃ま
でによる場合は、接続さ
れる管の外径が 34 ㎜以
下のものに限る。） 

管台に制御棒駆動機
構ハウジングを取り
付ける継手の溶接 

別図第６  

加圧器の管台に加圧
器用加熱器を取り付
ける継手の溶接 

別図第７－１  
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栓等を取り付ける継
手の溶接 

別図第８⑴又は⑵  

管板に管又はスリー
ブを取り付ける継手
(管とスリーブとの
継手を含む。)の溶接 

全厚すみ肉溶接又はこれ
らと同等以上の効果が得
られる方法 

 

耐圧部に非耐圧部材
を取り付ける継手の
溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
らと同等以上の効果が得
られる方法 

 

第２種 
容器 

内径が 600 ㎜以下の
ものの継手の溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（第１種継手又
は熱荷重により著しい応
力が生ずる部分にあって
は、溶接後裏あて金を取り
除いたものに限る。）、初層
イナートガスアーク溶接
又はこれらと同等の効果
が得られる方法 

 

第３種継手の溶接 
 

別図第２⑴から⑻まで及
び⑾又は別図第３⑴から
⑽まで 
 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 61 ㎜以下
の場合に限る。また、熱
加重により著しい応力が
生ずる部分であって、別
図第２⑵、⑶若しくは⑻
又は別図第３⑴から⑹ま
で、⑻若しくは⑼による
場合は、容器の外径が
115 ㎜以下のものに限
り、別図２⑷から⑺まで
又は別図３⑺若しくは⑽
による場合は、容器の外
径が 34 ㎜以下のものに
限る。 

第４種継手の溶接 別図第４⑴から（31）まで
又は(38) 

別図第４⒀から⒃までに
よる場合にあっては、著
しい反力を受けないもの
に限る。また、熱加重に
より著しい応力が生ずる
部分であって、別図第４
⑹から⑿までによる場合
は、接続される管の外径
が 115 ㎜以下のものに限
り、別図第４⒀から(31)
までによる場合は、接続
される管の外径が 34 ㎜
以下のものに限る。 

電線貫通部のボデ
ィとアダプタとの
継手の溶接 

別図第６  

電線貫通部の平板
に外径 61 ㎜以下の
管を取り付ける継
手の溶接 

のど厚が管の厚さの0.7倍
以上の連続すみ肉溶接又
はこれと同等以上の効果
が得られる方法 
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栓等を取り付ける
継手の溶接 

別図第８⑴又は⑵  

漏れ止め溶接によ
る継手又は耐圧部
に非耐圧部材を取
り付ける継手の溶
接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

第３種 
容器 

１ 開放容器以外の
もの又はガードベ
ッセルの継手の溶
接を次によって行
う場合 
⑴ 裏から溶接が
できないものの
継手（最低使用温
度が-30℃以下と
な る 場 合 を 除
く。）及び最低使
用温度が-30℃以
下となる場合で
あ っ て 内 径 が
600 ㎜以下のも
のの継手の溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又はこれら
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑵ 次に適合する
ものの継手の溶
接 
a.液体用のもの
であって、最
高使用温度が
当該液体の大
気圧における
沸点未満であ
り、かつ、最高
使 用 圧 力 が
1,960kPa 未
満のもの 

b.a．以外のもの
であって、最
高使用圧力が
98kPa 未満の
もの 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又はこれら
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑶ 第３種継手の
溶接 

 

別図第２⑴から⑻若しく
は⑾又は別図第３⑴から
⑻ 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 61 ㎜以下
のものに限る。また、熱
加重により著しい応力が
生ずる部分であって、別
図第２⑵、⑶若しくは⑻
又は別図第３⑴から⑹ま
で若しくは⑻による場合
は、容器の外径が 115 ㎜
以下のものに限り、別図
第２⑷から⑺まで又は別
図第３⑺による場合は、
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容器の外径が 34 ㎜以下
のものに限る。 

⑷ 第４種継手の
溶接 

 

別図第４⑴から(28) 別図第４⒀から⒃までに
よる場合にあっては、著
しい反力を受けないもの
に限る。また、熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分であって、別図第４
⑹から⑿までによる場合
は、接続される管の外径
が 115 ㎜以下のものに限
り、別図第４⒀から(28)
までによるものにあって
は、接続される管の外径
が 34 ㎜以下のものに限
る。 

⑸ 管台に制御棒
駆動機構ハウジ
ングを取り付け
る継手の溶接 

別図第６  

⑹ 容器の管台に
管等を取りつけ
る継手の溶接 

別図第７－２  

⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接
を取り付ける継
手の溶接 

別図第８⑴から⑹  

⑻ 管板に管又は
スリーブを取り
付ける継手（管
とスリーブとの
継手を含む。）の
溶接 

全厚すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑼ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑽ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

連続すみ肉溶接若しくは
これと同等以上の効果が
得られる方法又は外圧を
受ける容器に強め輪を取
り付ける継手の溶接を別
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図第５⑷によって行う場
合 

⑾ 制御棒駆動機
構ハウジングの
継手の溶接 

別図第９  

⑿ 原子炉容器据
付ボルトキャッ
プシール部の継
手 

別図第１０  

２ 開放容器(ガー
ドベッセルを除
く。)の継手の溶接
を次に掲げる場合
を除き、突合せ片
側溶接又はこれと
同等以上の効果が
得られる方法によ
って行う場合 

  

⑴ 平底容器の胴
板と底板との第
３種継手の溶接 

別図第５⑴又は⑵ 胴板相互の第１種継手と
底板相互の継手との距離
は、300 ㎜以上であるこ
と。 

⑵ 内張り相互の
継手及び内張り
を埋込み金物に
取り付ける継手
の溶接 

a. 全厚かど溶接又はこ
れと同等以上の効果が
得られる方法 

b. 重ね継手の溶接を右
欄に適合する全厚すみ
肉溶接 

c. へり溶接を別図第５
⑶ によって行う場合 

b.の場合 
・母材の重ね部の長さ
は、母材の厚さ（母材
の厚さが異なる場合
は、薄い方の厚さ。次
の事項において同じ。）
の２倍以上（13 ㎜を超
える必要はない。）であ
ること。 

・内張り相互の継手の交
点の距離は、300 ㎜（相
接する母材の厚さが 6
㎜未満の場合は、当該
母材の厚さの 10 倍）以
上であること。 

⑶ 第３種継手の
溶接 

 

別図第２⑴から⑽まで又
は別図第３ 
 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。 

⑷ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで  

⑸ 容器の管台に
管等を取りつけ
る継手の溶接 

別図第７－２  

⑹ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑺ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 
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⑻ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 

 

第４種 
容器 

１ 開放容器以外の
ものの継手の溶接
を次によって行う
場合 
⑴ 裏から溶接が
できないものの
継手（最低使用
温度が-30℃以
下となる場合を
除く。）及び最低
使 用 温 度 が -
30℃以下となる
場合であって内
径が 600 ㎜以下
のものの溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又はこれら
と同等以上の効果が得ら
れる方法によって行う場
合 

 

⑵ 内径が 600 ㎜
以下で、かつ、母
材の厚さ（母材
の厚さが異なる
場合は、厚い方
の厚さ）が 16 ㎜
以下のもの（内
包する放射性物
質の濃度が 37m
Bq/cm3（内包す
る放射性物質が
液体中にある場
合にあっては、3
7kBq/cm3）以上
又は最低使用温
度が-30℃以下
となる場合を除
く。）の継手（母
材の区分がＰ－
１又はＰ－３
（規格による最
小引張強さが 5
48.8MPa 未満の
ものに限る。）以
外のもので作ら
れたものの第１
種継手の場合を
除く。）の溶接 

突合せ片側溶接（熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分であって、裏あて金を
使用する突合せ片側溶接
によって行う場合は、溶接
後裏あて金を取り除いた
ものに限る。） 
 

 

⑶ 内包する放射
性物質の濃度が
37mBq/cm3（内包
する放射性物質
が液体中にある
場合にあって
は、37kBq/cm3）
以上のものであ
って、右欄に適

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又はこれら

a. 液体用のものであっ
て、最高使用温度が当
該液体の大気圧におけ
る沸点未満であり、か
つ、最高使用圧力が
1,960kPa 未満のもの 

b. a.以外のものであっ
て、最高使用圧力が
98kPa 未満のもの 
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合するものの継
手の溶接 

と同等以上の効果が得ら
れる方法によって行う場
合 

⑷ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑼又は別
図第３ 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。また、熱
荷重により著しい応力が
生ずる部分であって、別
図第２⑵、⑶、⑻若しく
は⑼又は別図第３⑴から
⑹、⑻、⑼若しくは⑾に
よる場合は、容器の外径
が 115 ㎜以下のものに、
別図第２⑷から⑺又は別
図第３⑺、⑽若しくは⑿
による場合は、容器の外
径が 34 ㎜以下のものに
限る。 

⑸ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで 熱荷重により著しい応力
が生ずる部分であって、
別図第４⑹から⑿までに
よる場合は、接続される
管の外径が 115 ㎜以下の
ものに、別図第４⒀から
(37)までによる場合は、
接続される管の外径が
34 ㎜以下のものに限る。

⑹ 容器の管台に
管等を取り付け
る継手の溶接 

別図７－２  

⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑻ 管板に管又は
スリーブを取り
付ける継手（管
とスリーブとの
継手を含む。）の
溶接 

全厚すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法によって行う場
合 

 

⑼ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑽ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 
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２ 開放容器の継手
の溶接を次に掲げ
る場合を除き、突
合せ片側溶接又は
これと同等以上の
効果が得られる方
法によって行う場
合 
⑴ 平底容器の胴
板と底板との第
３種継手の溶接 

別図第５⑴又は⑵ 胴板相互の第１種継手と
底板相互の継手との距離
は、300 ㎜以上であるこ
と。 

⑵ 平底容器の底
板相互の継手
（底板の厚さが
6 ㎜以下のもの
に限る。）の溶接 

全厚すみ肉溶接 母材の重ね部の長さは、
母材の厚さ（母材の厚さ
が異なる場合は、薄い方
の厚さ。以下⑶b.におい
て同じ。）の 5 倍（25 ㎜
以下となる場合は、25
㎜）以上とし、かつ、当該
継手の交点の距離は、300
㎜以上とすること。 

⑶ 内張り相互の
継手及び内張り
を埋込み金物に
取り付ける継手
の溶接 

a.全厚かど溶接又はこれと
同等以上の効果が得られ
る方法 

b.重ね継手の溶接を右欄に
適合する全厚すみ肉溶接
によって行う場合 

c.へり溶接を別図第５⑶に
よって行う場合 

(a)母材の重ね部の長さ
は、母材の厚さの 2倍以
上（13 ㎜を超える必要
はない。）であること。

(b)内張り相互の継手の
交点の距離は、300 ㎜
（相接する母材の厚さ
が 6 ㎜未満の場合は、
当該母材の厚さの 10
倍）以上であること。

⑷ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑽まで又
は別図第３ 
 

別図第２⑺による場合に
あっては、差し込まれる
部分の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。 

⑸ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで  

⑹ 容器の管台に
管等を取り付け
る継手の溶接 

別図第７－２  

⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑻ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑼ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 

 

第１種管 １ 内径が 600 ㎜以
下のものの継手の
溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（第１種継手又
は熱荷重により著しい応
力が生ずる部分にあって
は、溶接後裏あて金を取り
除いたものに限る。）、初層
イナートガスアーク溶接
又はこれらと同等以上の
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効果が得られる方法によ
って行う場合 

２ 管台又は管とポ
ンプ、弁その他こ
れらに類するもの
又は突合せ溶接式
管継手との継手の
溶接 

別図第１⑴  

３ 外径が 61 ㎜（熱
荷重により著しい
応力が生ずる部分
にあっては、34
㎜）以下の管と管
台、ポンプ、弁その
他これらに類する
もの又は差し込み
溶接式管継手との
継手の溶接 

別図第１⑵  

４ 第３種継手の溶
接 

別図第２⑴から⑶まで若
しくは⑺又は別図第３⑴
から⑷まで 

別図第２⑺による場合に
あっては、管の外径が 61
㎜以下のものに限る。た
だし、熱荷重により著し
い応力が生ずる部分であ
って、別図第２⑵若しく
は⑶又は別図第３⑴から
⑷までによる場合は、管
の外径が 115 ㎜以下のも
のに、別図第２⑺による
場合は、管の外径が 34 ㎜
以下のものに限る。 

５ 第４種継手の溶
接 

別図第４⑴から⒃まで 別図第４⒀から⒃までに
よる場合は、著しい反力
を受けないものに限る。
また、熱荷重により著し
い応力が生ずる部分であ
って、別図第４⑹から⑿
までによる場合は、接続
される管の外径が 115 ㎜
以下のものに、別図第４
⒀から⒃までによる場合
は、接続される管の外径
が 34 ㎜以下のものに限
る。 

６ 栓等を取り付け
る継手の溶接 

別図第８⑴、⑵又は⑺  

７ 漏止め溶接によ
る継手又は耐圧部
に非耐圧部材を取
り付ける継手の溶
接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

第３種管 １ 裏から溶接がで
きないものの継手
（最低使用温度が
-30℃以下となる
場合を除く。）及び

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
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最低使用温度が-
30℃以下となる場
合で内径が 600 ㎜
以下のものの溶接 

部分は、溶接後裏あて金を
取り除いたものに限る。）、
初層イナートガスアーク
溶接又はこれらと同等以
上の効果が得られる方法 

２ 次に適合するも
のの継手の溶接 
⑴ 液体用のもの
であって、最高
使用温度が当該
液体の大気圧に
おける沸点未満
であり、かつ、最
高使用圧力が
1,960kPa 未 満
のもの 

⑵ ⑴以外のもの
であって、最高
使 用 圧 力 が
980kPa（第１種
継手の場合にあ
っては、490kPa）
未満のもの 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分にあっては、溶接後裏
あて金を取り除いたもの
に限る。）、初層イナートガ
スアーク溶接又これらと
同等以上の効果が得られ
る方法 

 

⑶ 管台又は管と
ポンプ、弁その
他これらに類す
るもの又は突合
せ溶接式管継手
との継手の溶接 

別図第１⑴  

⑷ 外径が 61 ㎜
（熱荷重により
著しい応力が生
ずる部分にあっ
ては、34 ㎜）以
下の管と管台、
ポンプ、弁その
他これらに類す
るもの又は差し
込み溶接式管継
手との継手の溶
接 

別図第１⑵  

⑸ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑻まで又
は別図第３⑴から⑻まで 

別図第２⑺による場合
は、管の外径が 61 ㎜以下
のものに限る。また、熱
荷重により著しい応力が
生ずる部分で、別図第２
⑵、⑶若しくは⑶又は別
図第３⑴から⑹まで若し
くは⑻による場合は、管
の外径が 115 ㎜以下のも
のに、別図第２⑷から⑺
まで又は別図第３⑺によ
る場合は、管の外径が 34
㎜以下のものに限る。 



別紙 

11 

⑹ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(28)まで 別図第４⒀から⒃までに
よる場合は、著しい反力
を受けないものに限る。
また、熱荷重により著し
い応力が生ずる部分で、
別図第４⑹から⑿までに
よる場合は、接続される
管の外径が 115 ㎜以下の
ものに、別図第４(13)か
ら(28)までによるものに
あっては、接続される管
の外径が 34 ㎜以下のも
のに限る。 

⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑻ 漏止め溶接に
よる継手又は耐
圧部に非耐圧部
材を取り付ける
継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑼ 制御棒駆動機
構ハウジングの
継手の溶接 

別図第９  

第４種管 ⑴ 裏から溶接が
できないものの
継手（最低使用
温度が-30℃以
下となる場合を
除く。）及び最低
使 用 温 度 が -
30℃以下となる
場合であって内
径が 600 ㎜以下
のものの溶接 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分は、溶接後裏あて金を
取り除いたものに限る。）、
初層イナートガスアーク
溶接又はこれらと同等以
上の効果が得られる方法 

 

⑵ 内径が 600 ㎜
以下で、かつ、厚
さ（厚さが異な
る場合は、厚い
方の厚さ）が 16
㎜以下のもの
（内包する放射
性物質の濃度が
37mBq/cm3）（内
包する放射性物
質が液体中にあ
る場合にあって
は、37kBq/cm3以
上又は最低使用
温度が-30℃以
下となる場合を
除く。）の継手
（母材の区分が
Ｐ－１又はＰ－
３（規格による
最小引張強さが

突合せ片側溶接 
 

熱荷重により著しい応力
が生ずる部分で、裏あて
金を使用する突合せ片側
溶接によって行う場合
は、溶接後裏あて金を取
り除いたものに限る。 
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548.8MPa 未 満
のものに限る。）
以外のもので作
られたものの第
１種継手の場合
を除く。）の溶接 

⑶ 内包する放射
性物質の濃度が
37mBq/cm3（内包
する放射性物資
が液体中にある
場合は、37kBq/
cm3 以上のもの
で、次に適合す
るものの継手の
溶接 
a.液体用のもの
であって、最
高使用温度が
当該液体の大
気圧における
沸点未満であ
り、かつ、最高
使 用 圧 力 が
1,960kPa 未
満のもの 

b.a 以外のもの
であって、最
高使用圧力が
980kPa（第１
種継手の場合
にあっては、
490kPa）未満
のもの 

裏あて金を使用する突合
せ片側溶接（最低使用温度
が-30℃以下となる場合の
第１種継手又は熱荷重に
より著しい応力が生ずる
部分は、溶接後裏あて金を
取り除いたものに限る。）、
初層イナートガスアーク
溶接又はこれらと同等以
上の効果が得られる方法 

 

⑷ 管台又は管と
ポンプ、弁その
他これらに類す
るもの又は突合
せ溶接式管継手
との継手の溶接 

別図第１⑴  

⑸ 外径が 90 ㎜
（熱荷重により
著しい応力が生
ずる部分は、34
㎜）以下の管と
管台、ポンプ、弁
その他これらに
類するもの又は
差し込み溶接式
管継手との継手
の溶接 

別図第１⑵  

⑹ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑼まで又
は別図第３ 

別図第２⑺による場合
は、管の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。また、熱
荷重により著しい応力が
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生ずる部分であって、別
図第２⑵､⑶､⑻若しくは
⑼又は別図第３⑴から
⑹、⑻､⑼若しくは⑾によ
る場合は、管の外径が
115 ㎜以下のものに、別
図第２⑷から⑺まで又は
別図第３⑺､⑽若しくは
⑿による場合は、管の外
径が 34 ㎜以下のものに
限る。 

⑺ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで 熱荷重により著しい応力
が生ずる部分であって、
別図第４⑹から⑿までに
よる場合は、接続される
管の外径が 115 ㎜以下の
ものに、別図第４⒀から
(37)までによる場合は、
接続される管の外径が
34 ㎜以下のものに限る。

⑻ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑼ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑽ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 

 

第５種管 ⑴ 第１種継手及
び第２種継手の
かど部の溶接 

全厚かど溶接又はフレア
溶接 

 

⑵ 第１種継手及
び第２種継手の
重ね継手の溶接 

全厚すみ肉溶接 全厚すみ肉溶接の母材の
重ね部の長さは、母材の
厚さ（母材の厚さが異な
る場合は、薄い方の厚さ）
の 2倍以上であること。

⑶ 管台又は管と
弁その他これら
に類するもの又
は突合せ溶接式
管継手との継手
の溶接 

別図第１⑴  

⑷ 外径が 90 ㎜
以下の管と管
台、弁その他こ
れらに類するも
の又は差し込み
溶接式管継手と
の継手の溶接 

別図第１⑵  

⑸ 第３種継手の
溶接 

別図第２⑴から⑽まで又
は別図第３ 

別図第２⑺による場合
は、管の外径が 90 ㎜以下
のものに限る。 

⑹ 第４種継手の
溶接 

別図第４⑴から(37)まで
又は(39) 
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⑺ 栓等を取り付
ける継手の溶接 

別図第８⑴から⑹まで  

⑻ 漏止め溶接に
よる継手の溶接 

連続すみ肉溶接又はこれ
と同等以上の効果が得ら
れる方法 

 

⑼ 耐圧部に非耐
圧部材を取り付
ける継手の溶接 

すみ肉溶接又はこれと同
等以上の効果が得られる
方法 
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別図第１ 

（１） 

 

注 tnは、容器の管の厚さ（㎜を単位とする。） 

 

 

（２） 

 

 
 

注 tnは、容器又は管の厚さ（㎜を単位とする。） 

              tcは、0.85tn以上 

              a は、1.25tn以上 

                b は、10 ㎜（外径が 61 ㎜以下の場合は 9.6 ㎜）以上 
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別図第２ （１） 

（２） （３） 

（４） （５） 

（６） （７） 
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（１０） 

 

 
注 

t,t1及び t2は、フランジの厚さ（㎜単位とする。） 

tn,tn1及び tn2は、容器又は管の厚さ（㎜を単位とする。） 

trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ（㎜を単位とする。） 

tcは、（2）にあっては、0.25tn又は 6㎜のうちいずれか小さい方以上 

   （3）及び（11）にあっては、0.7tn又は 6㎜のうちいずれか小さい方以上 

   （7）及び（8）にあっては、tn以上 

   （9）にあっては、tn又は 2trのうちいずれか小さい方以上 

tc1は、（10）にあっては、t1又は tn1のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

tc2は、（10）にあっては、t1又は t2のうちいずれか小さい方の厚さの 0.7 倍以上 

twは、（3）の鍛造品の場合にあっては、0.5tn又は 0.25t のうちいずれか小さい方以上 

   （3）の鍛造品以外の場合及び（11）にあっては、tn又は 0.5t のうちいずれか小さい方以上 

（9）にあっては、3tn以上 

tw1は、（4）から（6）までにあっては tn以上 

 

（８） （９） 

（１１） 
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別図第３ 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 
（６） 
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注 1  

 t は、平板又は管板の厚さ（㎜を単位とする。） 

 tnは、容器又は管の厚さ（㎜を単位とする。） 

 trは、継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ（㎜を単位とする。） 

 tcは、（1）から（4）は、0.7tn又は 6㎜のうちいずれか小さい方以上 

     （6）,（11）及び（12）のステーで支えられるもの（管板に限る。）は、0.7tn又は 1.4trのうちいず

れか小さい方以上 

   （6）,（11）及び（12）のステーで支えられないものは、tn又は 2trのうちいずれか小さい方以上 

tw1+tw2≧2tn 

tw1≧tn 

tw1+tw2≧2tn 

0.5tw2≦tw1≦2tn 

tw1+tw2≧2tn（ステーで支えられる管板） 

tw1+tw2≧3tn（ステーで支えられない管板） 

tw1≧0.5tw2 

（７） 
（８） 

（９） （１０） 

（１１） （１２） 
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twは、（1）及び（2）の鍛造品で、かつ、開先角度が 45°未満の場合は、0.5tn又は 0.25t のうちいずれか

小さい方以上 

（1）及び（2）の鍛造品で、かつ、開先角度が 45°以上の場合及び鍛造品以外のものは、tn又は 0.5t

のうちいずれか小さい方以上 

（6）及び（11）のステーで支えられるもの（管板に限る。）並びに（5）及び（9）は、2tn以上 

（6）及び（11）のステーで支えられないものは、3tn以上 

（8）は、1.25tn又は 2trのうちいずれか大きい方以上 

 ただし、tより大きくする必要はない。 

 

注 2  第１種容器、第２種容器、第３種容器、第１種管及び第３種管で、片側溶接による場合は、裏あて

金を使用する片側溶接（第１種容器及び第１種管は、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）

又は初層イナートガスアーク溶接によって行うこと。 
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別図第４ 

 

 

（１） 
（２） 

（３） （４） 

（５） 

（６） 
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（７） （８） （９） 

（１０） 

（１１） 

（１２） 
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t1+t2≧1.25tmin 

t1又は t2は、0.7tmin又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

（１３） （１４） 

（１５） 
（１６） 

（１７）   （１８）   （１９）    （２０） 



別紙 

24 

 

 

t1+t2≧1.25tmin 

t1又は t2は、0.7tmin又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

（２１） 

（２２） 

（２３） 

（２４） 

（２５－イ）（２５－ロ） （２６－イ）（２６－ロ） （２７－イ）（２７－ロ） 

いずれの方法でもよい 

（２７―ハ） （２８） 
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（２７－ハ）による場合は、取り付けられる管の外径が 90mm 以下のものに限る。 

 
（２９）及び（３０）による場合は、水管、加熱管等の溶接に限る。 

 

（２９） 

（３０） 

（３１） 
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（３２） （３３） 

（３４） 

（３５） 
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取り付けられる管の外径が 90mm 以下のものに限る。 

 

t1+t2≧1.25tmin 

t1又は t2は、0.7tmin又は 6mm のうちいずれか小さい方以上 

原子炉格納容器貫通配管部に限る。 

 

（３６） 

取り付けられる管の外径が 61mm 以下のもの 

（３８） 

（３７） 
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注 1 

t は、容器又は管の厚さ（㎜を単位とする。） 

tnは、管台の厚さ（㎜を単位とする） 

teは、強め材の厚さ（㎜を単位とする） 

tcは、（6）から（9）まで、（11）、（20）から（24）まで、（29）、（30）及び（35）は、0.7tn又は

6 ㎜のうちいずれか小さい方以上。ただし、管台の胴内面への突出し量がこれ以下の場合

は、この限りではない。 

（25）から（27）までは、6㎜以上 

twは、部分溶接の場合における深さ（㎜を単位とする。）で 0.7tmin以上 

tminは、（17）から（24）まで、（31）から（35）まで及び（38）は、t,tn又は teのうちの小さい

もの。ただし、19 ㎜以上とする必要はない。 

（25）から（28）までは、管台が取り付けられる部分の厚さ。ただし、19 ㎜以上とする必

要はない。 

r1は、（1）から（9）までは、0.25t 又は 19 ㎜のうちのいずれか小さい方以上（応力計算を行っ

て必要な強度を有することが明らかである場合は、この限りではない。） 

（11）から（14）までは、0.25tn又は 19 ㎜のうちいずれか小さい方以上（応力計算を行っ

て必要な強度を有することが明らかである場合は、この限りではない。）  

r2は、6㎜以上 

a は、第 2段階の溶接部に対して放射線透過試験を行う場合は、19 ㎜以上とする。 

c は、管台の外径が 34 ㎜以下の場合は 0.25 ㎜以下 

管台の外径が 34 ㎜を超え 115 ㎜以下の場合は 0.5 ㎜以下とし、管台の外径が 115 ㎜を超

える場合は 0.8 ㎜以下とする。 

y は、1.6 ㎜又は tnのうちずれか小さい方以上 

 

2. （13）及び（14）における強め材としての肉盛り溶接部は、その必要がなければ肉盛り溶接

を行う必要はない。 

 

3. 第１種容器、第２種容器、第３種容器、第１種管及び第３種管であって、片側溶接による場

合は、裏あて金を使用する片側溶接（溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。）又は初層イ

ナートガスアーク溶接によって行うこと。 

 

 

 

  

（３９） 
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別図第５ 

 

  tw1=0.3t 以上 

  tw2=tw1以上 

  a=50°以上 

 ℓ1＝tw1 tan a 以上 

   ℓ2＝1.3 tw2 tan a 以上 

 
tcは、胴板若しくは底板のうちいずれか小さい方の値又は次の表に掲げる値のいずれか小さい

方以上の値とする（㎜を単位とする。） 

 

銅板の厚さ (mm) Tc (mm) 

4.5 未満 4.5 

4.5 以上 19 未満 6 

19 以上 32 未満 8 

32 以上 10 

 

 

（１） 

（２） 
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別図第６ 

（３） 

（４）
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別図第７－１ 

（１） （２） 

（３） 
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注 trは、管台の計算上必要な厚さ 

                      tcは、tr以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第７-２ 
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注 trは、管台の計算上必要な厚さ 

                    tcは、tr以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第８ 

（１）              （２） 
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            制御棒駆動機構のフランジに栓を取り付ける継手に限る。 

 

注  d は、栓等の径で 61 ㎜以下のものに限る。 

tcは、0.85tr1（tr1は、dを外径とした継目のない容器又は管の計算上必要な厚さ）以上 

twは、1.25tr2（tr2は、tの部分の計算上必要な厚さ） 

別図第９ 

（３） （４）

（５） （６）

（７）
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注 t はハウジング差込み部の厚さ（㎜を単位とする） 

 

 

別図第１０ 
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２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０１２年版（２０１３

年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」に次の要件を付したものによること。 

１）（1）、（2）の後に「（3）第１種機器、第２種容器及び第３種機器（第３種機器にあ

っては、原子炉格納容器の貫通部から最も近い隔離弁までのものに限る。）に係る

第１種継手、第２種継手、第３種継手及び第４種継手並びに肉盛り溶接部及びクラ

ッド溶接による溶接部の開先面は、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに

合格するものでなければならない。ただし、母材が圧延又は鍛造によって作られた

ものであり、その厚さが 50mm（熱荷重により著しい応力が生ずる部分にあっては、

25mm）以下である場合は、この限りでない。」を加える。 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５ １．⑤参照）

に、次の要件を付したものによること。 

１）(1)に「ただし、第２部溶接施工法認証標準 「表ＷＰ－３０２－１ 母材の区分」

に掲げるＰ－１１Ａ（グループ番号１に限る。）及びＰ－２１からＰ－２５までの

いずれかに属する母材の溶接部であって、最高使用圧力が 98kPa 未満のものにあ

っては、設計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。」を

追加する。 

２）(2)の「ブローホール等で」の後に「溶接部の強度を確保する上で」を追加する。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及

び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に、次の要件を付したものによること。 

この場合において、次の(１）～(３）のとおりとする。 

１）「表Ｎ－Ｘ０５０－１ 溶接部の非破壊試験」は「表１－２ 溶接部の非破壊試

験」に読み替える。 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、機器の区分の欄の「クラ

ス１容器、クラスＭＣ容器」は「第１種容器、使用第２種容器、第３種容器及び第

４種容器（安全設備以外の開放容器を除く。）」に、「クラス２容器、クラス３容器

及びクラス３相当容器（安全設備以外の開放容器を除く。）、クラス１配管、クラス

２配管、クラス３配管及びクラス３相当管（安全設備以外の開放容器に接続される

当該容器に最も近い止め弁までのものを除く。）」は「第１種管、第３種管及び第４

種管（安全設備以外の開放容器に接続される管のうち当該容器から最も近い止め

弁までのものを除く。）」に、同項の試験版の作成方法の欄中の「容器又は管」を「管」

に読み替える。 
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３）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、溶接部の区分の欄の「継

手区分Ａ」は「第１種継手」に、「継手区分Ｂ」は「第２種継手」に、「継手区分Ｃ」

は「第３種継手」に、「継手区分Ｄ」は「第４種継手」に、読み替える。 

また、（注）４．の「クラス１容器, クラスＭＣ容器又はクラス１配管」は「第１

種容器、第２種容器又は第１種管」と読み替える。 

４）（注）５．の（１）から（３）までは次の①から④までに読み替える。 

① 制御設備の附属設備 

② 一次冷却設備その他の通常時において原子炉を安全に運転するために必要な

設備の附属設備 

③ 非常用炉心冷却装置、安全保護回路その他の非常時に原子炉の安全を確保す

るために必要な設備の附属設備 

④ 非常用電源設備及びその附属設備 

 

表１－２  溶接部の非破壊試験（１／３） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

第
１
種
機
器 

１ 次の⑴から⑷までのいずれかに掲げる
もの 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部（熱交換器用管の
溶接部を除く。） 

⑶ 第３種継手の溶接部（２に掲げるもの
を除く。） 

⑷ 第４種継手の完全溶込み溶接部（３に
掲げるものを除く。）であって、当該管台
又は溶接部が次の(1)から(5)までに適
合するもの以外のもの 
① 管台内径が153mm以下のものである
こと。 

② 管台軸が容器壁となす角度が 40 度
以上のものであること。 

③ 容器の穴が容器壁の強め材のみで
補強されているものであること。 

④ 管台は著しい配管反力を受けない
ものであること。 

⑤ 裏あて金を使用する場合は、溶接完
了後にこれを取り除くものであるこ
と。 

放射線透過試験
及び溶接金属部
に 隣 接 す る 幅
13mm の範囲内の
母材を含めた部
分における磁粉
探傷試験（磁粉探
傷試験が不適当
な場合は浸透探
傷試験） 

― 

２ 第３種継手の溶接部であって、次の図 1
から図 3までに示すもの 

 

放射線透過試験、
超音波探傷試験
（超音波探傷試
験が不適当な場
合は、溶接深さの
1/2（溶接深さの
1/2 が 13mm を超
え る 場 合 は 、
13mm）ごとに磁粉
探傷試験（磁粉探

― 
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３ 第４種継手の完全溶込み溶接による溶
接部（当該管台又は溶接部が１(4)①から
⑤までに適合するものを除く。）であって、
かつ、次の図１から図６までに示すもの 

 

傷試験が不適当
な場合は、浸透探
傷試験））及び溶
接金属部に隣接
する幅 13mm の範
囲内の母材を含
めた部分におけ
る磁粉探傷試験
（磁粉探傷試験
が不適当な場合
は、浸透探傷試
験） 

― 

４ 第４種継手の完全溶込み溶接による溶
接部（１(4)及び３に掲げるものを除く。）
及び部分溶込み溶接による溶接部 

溶接深さの 1/2
（ 溶 接 深 さ の
1/2 が 13mm を超
え る 場 合 は 、
13mm）ごとの磁粉
探傷試験（磁粉探
傷試験が不適当
な場合は、浸透探
傷試験）。ただし、
最終層において
は、溶接金属部に
隣接する幅 13mm
の範囲内の母材
の部分を含めて
行わなければな
らない。 

溶接完了後の
超音波探傷試
験及び溶接金
属部に隣接す
る幅13mmの範
囲内の母材を
含めた部分に
おける磁粉探
傷試験（磁粉
探傷試験が不
適 当 な 場 合
は、浸透探傷
試験） 

５ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
及び磁粉探傷試
験（磁粉探傷試験
が不適当な場合
は、浸透探傷試
験）。ただし、肉盛
り座に管台を取
り付ける場合は、
当該管台を取り
付ける前に行わ
なければならな
い。 

― 

６ 耐圧部の溶接部（１から５までに掲げる
ものを除く。）及びキャノピーシールの継
手の溶接部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

７ 管板に管を取り付ける継手の溶接部（耐
圧部に係るものを除く。） 

浸透探傷試験 
― 

８ クラッド溶接による溶接部 
９ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め

輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 
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第
２
種
容
器 

１ 次の⑴から⑷までのいずれかに掲げるも
の 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部 
⑶ 第３種継手の突合せ溶接による溶接
部 

⑷ 第４種継手の突合せ溶接による溶接
部 

放射線透過試験 超音波探傷試
験 

２ 第３種継手及び第４種継手の溶接部
（１(3)及び(4)に掲げるものを除く。） 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

３ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
（著しい配管反
力を受けないも
のは除く。）及び
磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験）。た
だし、肉盛り座に
管台を取り付け
る場合は、当該管
台を取り付ける
前に行わなけれ
ばならない。 

― 

４ 耐圧部の溶接部（１から３までに掲げる
ものを除く。）及び漏止め溶接による溶接
部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

５ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部（直径が 22mm 以下の円形スタッドを
取り付ける溶接部を除く。） 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第
３
種
容
器 

１ 次の⑴から⑷までのいずれかに掲げる
もの（厚さが 4.8 ㎜以下の溶接部及び開放
容器（開放部により内気と外気が通じてい
る容器をいい、ガードベッセルを除く。）の
溶接部を除く。） 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部（熱交換器用管の
溶接部を除く。） 

⑶ 第３種継手の突合せ溶接による溶接
部 

⑷ 第４種継手の突合せ溶接による溶接
部 

放射線透過試験 ガードベッセ
ルに限り、超
音波探傷試験
又は溶接深さ
の1/2（溶接深
さ の 1/2 が
13mmを超える
場合は、13mm）
ごとの磁粉探
傷試験（磁粉
探傷試験が不
適 当 な 場 合
は、浸透探傷
試験） 

２ 第１種継手、第２種継手、第３種継手及
び第４種継手の溶接部（１に掲げるものを
除く。） 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

３ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
（著しい配管反
力を受けないも

― 
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のは除く。）及び
磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験）。た
だし、肉盛り座に
管台を取り付け
る場合は、当該管
台を取り付ける
前に行わなけれ
ばならない。 

４ 耐圧部の溶接部（１から３までに掲げる
ものを除く。）及び漏止め溶接による溶接
部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

５ 管板に管を取り付ける継手の溶接部
（耐圧部に係るものを除く。） 

浸透探傷試験 
― 

６ クラッド溶接による溶接部 ― 
７ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め

輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第
４
種
容
器 

１ 第１種継手、第２種継手及び第３種継手
の突合せ溶接による溶接部（熱交換器用管
の第２種継手の溶接部及び開放容器（開放
部により内気と外気が通じている容器を
いう。以下同じ。）の溶接部を除く。）で
あって、次の(1)から(4)までのいずれかに
掲げるもの 
⑴ 次の①から⑦までのいずれかに掲げ

るもの 
① 溶接規格「表 WP-302-1 母材の区
分」に掲げるＰ―１に属する母材の溶
接部であって、厚さが 32mm を超える
もの 

② 同表に掲げるＰ―３に属する母材
の溶接部であって、厚さが 19mm を超
えるもの 

③ 同表に掲げるＰ―４に属する母材
の溶接部であって、厚さが 16mm を超
えるもの 

④ 同表に掲げるＰ―５に属する母材
の溶接部 

⑤ 同表に掲げるＰ―６又はＰ―７に
属する母材の溶接部（炭素含有量が
0.08%以下の母材の溶接部であって、
その厚さが 38mm 以下であり、かつ、溶
接金属がオーステナイト系ステンレ
ス合金又はニッケルクロム鉄合金の
場合を除く。） 

⑥ 同表に掲げるＰ―８に属する母材
の溶接部であって、厚さが 38mm を超
えるもの 

⑦ 同表に掲げるＰ―９Ａ、Ｐ―９Ｂ、
Ｐ―１１Ａ又はＰ―１１Ｂに属する

放射線透過試験 

― 
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母材の溶接部であって、厚さが16mmを
超えるもの 

⑵ 内包する放射性物質の濃度が 37mBq/c
m3（内包する放射性物質が液体中にある
場合は、37kBq/cm3）以上の容器の溶接部
（(1)に掲げるものを除く。）であって、
次の①又は②のいずれかに掲げるもの
以外のもの 
① 液体用の容器であって、最高使用温
度が当該液体の大気圧における沸点
未満であり、かつ、最高使用圧力が
1,960kPa 未満のものの溶接部 

② 最高使用圧力が98kPa未満のものの
溶接部（①に掲げるものを除く。） 

⑶ 第１種継手を有する母材相互又は第
２種継手若しくは第３種継手を有する
母材相互を取り付ける継手と第１種継
手、第２種継手又は第３種継手とが接す
る箇所（以下「継手接続箇所」という。）
から 100mm 以内にある第１種継手、第２
種継手又は第３種継手の溶接部（(1)及
び(2)に掲げるもの並びに継手接続箇所
と他の継手接続箇所との距離が厚い方
の母材の厚さの5倍以上であるものを除
く。） 

２ 耐圧部の溶接部（１に掲げるもの及び開
放容器の屋根の溶接部を除く。）及び漏止
め溶接による溶接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

３ 管板に管を取り付ける継手の溶接部（耐
圧部に係るものを除く。） 

浸透探傷試験 
― 

４ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第
１
種
管 

１ 次の⑴から⑷のいずれかに掲げるもの
（管の外径が 61mm を超える場合に限る。）
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部（ソケット継手の
溶接部を除く。） 

⑶ 第３種継手の溶接部（２に掲げるもの
を除く。） 

⑷ 第４種継手の完全溶込み溶接による
溶接部（管台に接続される管の外径が
115mm 以下の場合を除く。） 

放射線透過試験
及び溶接金属部
に 隣 接 す る 幅
13mm の範囲内の
母材を含めた部
分における磁粉
探傷試験（磁粉探
傷試験が不適当
な場合は、浸透探
傷試験） 

－ 

２ 第３種継手の溶接部であって、次の図１
から図３までに示すもの（管の外径が 61mm
を超える場合に限る。） 

放射線透過試験、
超音波探傷試験
（超音波探傷試
験が不適当な場
合は、溶接深さの
1/2（溶接深さの
1/2 が 13mm を超
え る 場 合 は 、
13mm）ごとに、磁
粉探傷試験（磁粉
探傷試験が不適
当な場合は、浸透

－ 
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探傷試験））及び
溶接金属部に隣
接する幅 13mm の
範囲内の母材を
含めた部分にお
ける磁粉探傷試
験（磁粉探傷試験
が不適当な場合
は、浸透探傷試
験） 

３ 第１種継手、第２種継手及び第３種継手
の溶接部（１(1)から(3)まで及び２に掲げ
るものを除く。） 

溶接金属部に隣
接する幅 13mm の
範囲内の母材を
含めた部分にお
ける磁粉探傷試
験（磁粉探傷試験
が不適当な場合
は、浸透探傷試
験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

４ 第４種継手の完全溶込み溶接による溶
接部（１(4)に掲げるものを除く。）及び部
分溶込み溶接による溶接部 

溶接深さの 1/2
（ 溶 接 深 さ の
1/2 が 13mm を超
え る 場 合 は 、
13mm）ごとの磁粉
探傷試験（磁粉探
傷試験が不適当
な場合は、浸透探
傷試験）。ただし、
最終層において
は、溶接金属部に
隣接する幅 13mm
の範囲内の母材
の部分を含めて
行わなければな
らない。 

溶接完了後に
超音波探傷試
験及び溶接金
属部に隣接す
る幅13mmの範
囲内の母材を
含めた部分に
おける磁粉探
傷試験（磁粉
探傷試験が不
適 当 な 場 合
は、浸透探傷
試験） 

５ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
（著しい配管反
力を受けないも
のは除く。）及び
磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験）。た
だし、肉盛り座に
管台を取り付け
る場合は、当該管
台を取り付ける
前に行わなけれ
ばならない。 

― 

６ 耐圧部の溶接部（１から５までに掲げる
ものを除く。）及び漏止め溶接による溶接部

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

７ クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験 ― 
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８ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第
３
種
管 

１ 次の⑴から⑷までのいずれかに掲げる
もの（外径が 61mm 以下の管及び開放容器
に接続される管のうち当該容器に最も近
い止め弁までの部分の溶接部を除く。） 
⑴ 第１種継手の溶接部 
⑵ 第２種継手の溶接部（ソケット継手の
溶接部を除く。） 

⑶ 第３種継手の突合せ溶接による溶接
部 

⑷ 第４種継手の突合せ溶接による溶接
部（管台に接続される管の外径が 115mm
以下の場合を除く。） 

放射線透過試験 

― 

２ 第１種継手、第２種継手、第３種継手及
び第４種継手の溶接部（１に掲げるものを
除く。） 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

３ 穴の周辺及び管台の表面に肉盛り座を
設ける場合の肉盛り溶接部 

超音波探傷試験
（著しい配管反
力を受けないも
のは除く。）及び
磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験）。た
だし、肉盛り座に
管台を取り付け
る場合は、当該管
台を取り付ける
前に行わなけれ
ばならない。 

― 

４ 耐圧部の溶接部（１から３までに掲げる
ものを除く。）及び漏止め溶接による溶接
部 

磁粉探傷試験（磁
粉探傷試験が不
適当な場合は、浸
透探傷試験） 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

５ クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験 ― 
６ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め

輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 

第４
種管 

１ 突合せ溶接による溶接部であって、次の
⑴から⑷までのいずれかに掲げるもの（外
径が 61mm 以下の管及び開放容器に接続さ
れる管のうち当該容器に最も近い止め弁
までの部分の溶接部を除く。） 
⑴ 第１種継手の溶接部であって、厚さが
19mm を超えるもの 

⑵ 第２種継手又は第３種継手の溶接部
であって、次の①又は②のいずれかに掲
げるもの 
① 外径が 410mm（水用のものにあつて
は、275mm）を超え、かつ、厚さが 19mm
を超える管の溶接部 

放射線透過試験 

― 
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② 厚さが 41mm（水用のものにあっては
29mm）を超える管の溶接部（①に掲げ
るものを除く。） 

⑶  内 包 す る 放 射 性 物 質 の 濃 度 が
37mBq/cm3（内包する放射性物質が液体中
にある場合は、37kBq/cm3）以上の管の溶
接部（(1)及び(2)に掲げるものを除く。）
であって、次の①又は②のいずれかに掲
げるもの以外のもの 
① 液体用の管であって、最高使用温度
が当該液体の大気圧における沸点未
満であり、かつ、最高使用圧力が
1,960kPa 未満のものの溶接部 

② 最高使用圧力が 980kPa（第１種継手
の溶接部にあっては、490kPa）未満の
ものの溶接部（①に掲げるものを除
く。） 

⑷ 継手接続箇所から100mm以内にある第
１種継手、第２種継手又は第３種継手の
溶接部（(1)から(3)までに掲げるもの及
び継手接続箇所と他の継手接続箇所と
の距離が厚い方の母材の厚さの5倍以上
である場合を除く。） 

２ 耐圧部の溶接部（１に掲げるものを除
く。）及び漏止め溶接による溶接部

磁粉探傷試験又
は浸透探傷試験 

放射線透過試
験又は超音波
探傷試験 ３ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め

輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

第５
種管 

１ 耐圧部の溶接部 
２ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め
輪等であって、重要なものを取り付ける溶
接部 

 

 

 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の突合せ溶接による継手面の食い

違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の食違い」に、次の要件を付

したものによること。 

１）「継手区分Ａ」は「第１種継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「第

２種継手、第３種継手及び第４種継手」に読み替える。 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の厚さの異なる母材を突合せ溶接

する場合は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合せ溶接」に、次の要件を

付したものによること。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「第３種継手又は第４種継手」に読み替える。 
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８．継手の仕上げ 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の容器又は管の溶接部であって非

破壊検査を行うこととされているものの表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」

に、次の要件を付したものによること。 

１）「Ｎ-４０５０及びＮ-４１００」は「「５．溶接部の非破壊試験及び機械試験」及

び「１０．非破壊試験の方法と判定基準」」に読み替える。 

 

９．溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」（別記－５ １．⑨及び

⑩参照）に、次の要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を用紙ないもの」の「クラス１機器」は「第１

種機器」、「クラス１機器以外」は「第２種容器、第３種機器及び第４種機器」に、「継

手区分Ｂ」及び「継手区分Ｃ」はそれぞれ「第２種継手」及び「第３種継手」に読み

替える。 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、次の要件を付した

ものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～⑤のとおりとする。 

① 増感紙を使用する場合の項の「クラス１容器及びクラス１配管」は「第１種容器及

び第１種管」に読み替える。 

② 撮影原則の項の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「第２種継手、第３

種継手、第４種継手」に読み替える。 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離（全周を同時に撮影する場合を除く。）」の項

の「クラス１容器、クラス１配管」は「第１種容器、第１種管」に、「クラスＭＣ容

器・クラス２容器・クラス３容器・クラス３相当容器・クラス２配管・クラス３配管・

クラス３相当管・クラス４配管」は「第２種容器、第３種容器、第４種容器、第３種

管、第４種管及び第５種管」に、「クラスＭＣ容器・クラス２容器・クラス３容器・

クラス３相当容器・クラス２配管・クラス３配管・クラス３相当管・クラス４配管」

の欄の「ただし、機器等の構造これによることが著しく困難である場合は、この限り

でない。」は「ただし、試験研究炉用アルミ系母材の場合は、JIS Z3105｢「アルミニ

ウム溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法｣の「３．８ 撮影配

置」によることができる。なお，機器等の構造上これによることが著しく困難である

場合は，この限りでない。」に読み替える。 

④ 同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定基準については、

「表１－３ 放射線透過試験」によること。 

⑤ 「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験（４／４）」の判定基準は適用除外し、「表

１－３ 放射線透過試験」の判定基準を適用する。 

 

表１－３ 放射線透過試験 
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透
過
度
計
の 

使
用
方
法 

設
置
方
法 

針
金
形
透
過
度
計

を
使
用
す
る
場
合 

 JIS Z3104 の「2.7 撮影配置」によること。この場合において、
透過度計を溶接部の線源側に置くことが困難な場合は、記号「F」を
付してフィルム側に置くことができる。また、全周を同時に撮影す
る場合は、透過度計を等間隔に 3個以上写るように置くこと。ただ
し、試験研究用アルミ系母材の場合は、JIS Z3105 の「3.8 撮影配
置」によることができる。 

使
用
す
べ
き
透
過
度
計 

針
金
形
透
過
度
計 

次の１又は２のいずれかに適合すること｡ 
１ JIS Z3104 の｢2.5 透過度計の構造｣によるものであること｡た
だし,透過度計の材質が当該溶接部の材質と同等でないものを使
用する場合にあつては,相互の吸収係数により補正を行うことが
できる｡ 

２ 試験研究炉用アルミ系母材の場合は,JIS Z3105 の｢3.5 透過度
計の構造｣によるものであること｡ただし,管の周継手にあつて
は,JIS Z3108 の｢3.3 帯状透過度計の構造｣,T 形溶接部にあつて
は,JIS Z3109 の｢3.3 透過度計及び階調計の使用｣によることが
できる｡ 

判
定
基
準 

次の１から３まで又は４に適合すること｡ 
１ JIS Z3104 の｢3 透過写真の等級分類方法｣の 1級であること｡この場合におい
て,ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ巻込みは,第 1 種の欠陥とみなし,その欠陥点数を 2 分の 1 として判
定するものとする｡ただし,第 2 種容器,第 3 種容器,第 4 種容器,第 3 種管,第 4
種管及び第 5 種管の場合にあつては,第 1 種の欠陥については,試験視野を 3 倍
に拡大して欠陥点数を求め,その 3分の 1の値を欠陥点数とすることができる｡

２ 第 1 種の欠陥がある場合には,その長径は,それぞれの欠陥の隣接する他の第
1種の欠陥との間の距離が25㎜未満の場合にあつては母材の厚さの0.2倍(3.2
㎜を超える場合は,3.2 ㎜),隣接する他の第 1 種の欠陥との間の距離が 25 ㎜以
上の場合にあつては母材の厚さの 0.3 倍(6.4 ㎜を超える場合は,6.4 ㎜)の値を
超えないこと｡この場合において,1 において欠陥点数として算定しない欠陥に
ついては,欠陥とみなさない｡ 

３ 母材の厚さの 12 倍の長さの範囲内で,隣接する第 2 種の欠陥の間の距離が長
い方の第 2 種の欠陥の長さの 6 倍未満であり,かつ,これらが連続して直線上に
並んでいるときにおけるこれらの長さの合計が母材の厚さを超えないこと｡ 

４ 試験研究炉用アルミ系母材の場合は,JIS Z3105 の｢4 透過写真の等級分類方
法｣の 1級又は 2級であること｡ 

 

２）「表Ｎ－Ｘ１００－２ 超音波探傷試験」については、次のとおりとする。 

① 同表に「表１－４ 超音波探傷試験（アルミニウムの場合）」を追加する。 

 

表１－４ 超音波探傷試験（アルミニウムの場合） 

試
験
の
方
法 

装
置 

基
準
感
度 

斜
角
法 

そ
の
他
の
場
合 

試験研究用原子炉用アルミニウム系母材にあっては、平板の

場合、JIS Z 3080「アルミニウム溶接部の超音波探傷試験方

法及び試験結果の等級分類方法」の「７．１ 基準レベル」

及び評価レベルと欠陥の分類」、管溶接部の場合、JIS Z3081

「アルミニウム管溶接部の超音波斜角探傷試験方法及び試

験結果の等級分類方法」の「６．１．４ 基準レベル」、管長

手継手の場合、JIS Z3081 の「６．２．４ 基準レベル」によ

ること。、 

試
験
片 

形
状
・
寸
法 

肉
盛
溶
接 

の
場
合 

試験研究用原子炉用アルミ系母材にあっては、平板の場合、

JIS Z 3080「５．４．２ 対比試験片」、管円周溶接部及び

管長手継手の場合、JIS Z3081「５．２．２ 対比試験片」

によること。、 
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判
定
基
準 

試験研究用原子炉用アルミ系母材にあっては、平板の場合、JIS Z 3080 の「９ 等

級分類方法」、管溶接部の場合、JIS Z3081「附属書 試験結果の等級分類方法」の

１級であること。、 
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１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．⑪参照）に、次の

要件を付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、機器の区分の欄の「クラス１容器、

クラスＭＣ容器」は「第１種容器、第２種容器」に、「クラス２容器」は「第３種

容器」に、「クラス３容器 クラス３相当容器」は「第４種容器」に、「クラス１配

管」は「第１種管」に、「クラス２配管」は「第３種管」に、「クラス３配管 クラ

ス３相当管」は「第４種管」に、溶接部の区分の欄の「継手区分Ａ」は「第１種継

手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」はそれぞれ「第２種継手、第３

種継手、第４種継手」に読み替える。 

２）（注）５において、「発電用原子力機器に関する容器又は管の破壊靱性試験であって、」

は「試験研究の用に供する試験研究用等原子炉に関する容器又は管の破壊靭性試

験であって」と読み替える。 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」は「表１－５ 破壊靭性試験」に読

み替える。ただし、（注）は「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」を適用

する。 
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表１－５ 破壊靭性試験 

機器 試験の方法 判定基準 

第
１
種
容
器 

 母材が、溶接規
格表 WP-302-1 に
掲げるＰ―６に属
し、かつ、溶接金
属がマルテンサイ
ト系ステンレス合
金の場合であるも
の以外のもの 

 次の１から３までに掲げる
方法により関連温度を求める
こと。次の１から３までに掲げ
る方法により関連温度を求め
ること。 
１ 次の(1)から(3)までのい
ずれかの温度を無延性遷移
温度とする。 
⑴ 落重試験を行つたとき、
1 組の試験片が非破断であ
る場合の温度より5度低い
温度 

⑵ 落重試験を行つたとき、
１組の試験片の１個が非
破断であり他の 2 個が破
断である場合は、落重試験
を新たな 2 組の試験片に
ついて再度行つたときに、
当該 2 組の試験片が非破
断である場合の温度より5
度低い温度 

⑶ 落重試験を行わない溶接
部は、次の①から③までの
いずれかに掲げる温度 
① 第１種容器にあって
は、次の不等式を満足す
る「Ｒ」で示される温度

94.89＋4.334ｅ0.0261（Ｔ

－Ｒ＋88.9）＞Ｋ 
Ｔは、運転状態におけ
る当該容器の母材の
温度（度を単位とす
る。） 
Ｋは、運転状態におけ
る当該容器の母材の
応力と応力係数との
積 

② 第１種管にあっては、
当該管の最低使用温度
より 56 度低い温度 

③ 第３種容器、第４種容
器、第３種管及び第４種
管にあっては、当該容器
又は管の最低使用温度
より 17 度低い温度 

２ 次の⑴又は⑵のいずれか
に適合する場合は、無延性遷
移温度を関連温度とする。 
⑴ 無延性遷移温度より 33
度高い温度以下の温度で
衝撃試験を行つたとき、そ
れぞれの試験片の吸収エ
ネルギーが 68Ｊ以上及び

 関連温度が、次の表の左
欄に掲げる機器の区分に応
じ、それぞれ同表の右欄に
掲げる温度以下であると
き。 
 

機器 温度 

第１種
容器 

当該容器につい
て、次の不等式
を満足する「Ｒ」
で 示 さ れ る 温
度、 
94.89＋4.334ｅ
0.0261（Ｔ－Ｒ＋88.9）＞
Ｋ 
Ｔは、運転状態
における容器の
母材の温度（度
を単位とする。）
Ｋは、運転状態
における容器の
母材の応力と応
力係数との積 

第１種
管 

当該管の最低使
用温度より 56℃
低い温度 

第３種
機器・
第４種
機器 

当該容器又は管
の最低使用温度
より 17℃低い温
度 

第
１
種
管
・
第
３
種
機
器
・
第
４
種
機
器
・ 

 次の１又は２の
いずれかに掲げる
もの以外のもの 
１ 厚さが 63mmm
以下のもの 

２ 母材が別表第
１に掲げるＰ―
６に属し、かつ、
溶接金属がマル
テンサイト系ス
テンレス合金の
場合であるもの 
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横膨出量が 0.90mm 以上で
あること。 

⑵ ⑴に適合しない場合で
あって、次の①及び②に適
合するときは、衝撃試験を
新たな1組の試験片につい
て再度行った場合に当該 1
組の試験片が⑴に適合す
ること。 
① 1 組の試験片の吸収エ
ネルギーの平均値及び
横膨出量の平均値が⑴
に定める値以上である
こと。 

② ⑴に適合しない試験
片が1組について１個で
あり、かつ、当該試験片
の吸収エネルギーが 54
Ｊ以上及び横膨出量が
0.75mm 以上であること。

３ ２に適合しない場合は、無
延性遷移温度より33度高い
温度を超える温度で衝撃試
験を行い、全ての試験片が
２(1)又は(2)に適合すると
きは、その温度より 33 度低
い温度を関連温度とする。

第
１
種
容
器 

母材が溶接規格
表WP-302-1に掲げ
るＰ―６に属し、
かつ、溶接金属が
マルテンサイト系
ステンレス合金の
場合であるもの 

 最低使用温度以下の温度で
衝撃試験を行うこと。 

それぞれの試験片の横膨
出量が、次の表の左欄に掲
げる厚さの区分に応じ、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる
値以上であるとき。 
 
厚さ(mm) 横膨出量 

(mm) 
16以上19以
下 

0.50 

19 を超え、
38 以下 

0.65 

38 を超える
もの 

1.00 

 
 
 

第
１
種
管
・
第
３
種
機
器
・
第
４
種
機
器 

次の１又は２の
いずれかに掲げる
もの 
１ 厚さが 63mm

以下のもの 
２ 母材が溶接

規格表 WP-302
-1 に掲げるＰ
―６に属し、
かつ、溶接金
属がマルテン
サイト系ステ
ンレス合金の
場合であるも
の 
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第２種容器  最低使用温度より 17 度低い
温度以下で、落重試験又は衝
撃試験のいずれかを行うこ
と。 

次の１又は２のいずれか
に適合するとき。 
１ 落重試験にあっては、
全ての試験片が非破断
であるとき。 

２ 衝撃試験にあっては、
それぞれの試験片の吸
収エネルギーが表１－
７の母材の種類の欄に
掲げる母材の種類に応
じ、それぞれ同表の吸収
エネルギーの欄に掲げ
る値以上であるとき。 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １.⑫参照）に、次の要件を

付したものによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験は「表１－６ 破壊靭性

試験の再試験」に読み替える。 

 

表１－６ 破壊靭性試験の再試験 

再試験が行えるとき 再試験片の数 

第
１
種
機
器
・
第
３
種
機
器
・
第
４
種
機
器 

厚さが 63ｍｍ以下のもの（第１種容器を除く。）又は母材が溶接

規格表 WP-302-1 に掲げるＰ―６に属し、かつ、溶接金属がマル

テンサイト系ステンレス合金の場合の衝撃試験であって、次の１

及び２に適合しているとき。 

１ １組の試験片の横膨出量の平均値が表１－５の機器の欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の合格基準の欄に掲げる合格

基準（以下この表において「衝撃試験の合格基準」という。）

に、それぞれ適合するとき。 

２ 衝撃試験の合格基準に適合しない試験片が１個であり、か

つ、当該試験片の横膨出量が、次の表の左欄に掲げる厚さの区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であるとき。 

 

厚さ（mm） 横膨出量（mm）

１６以上１９以下 ０．３５ 

１９を超え３８以下 ０．５０ 

３８を超えるもの ０．８５ 
 

１組の試験片
について１組 

第
２
種
容
器 

落重試験にあっては、１個の試験片が非破断であるとき。 
１組の試験片
について２組 

衝撃試験にあっては、１組の試験片の平均値及び当該１組の試
験片のうち２個以上の試験片の最小値がそれぞれ表１－７に掲
げる吸収エネルギーの値以上であるとき。 

１組の試験片
について１組 

 

表１－７ 溶接部の最小引張強さと吸収エネルギー 

母材の種類 種別 記号 

吸収エネルギ―(J)

3 個の 

平均値 

最小値 
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溶接構造用圧延鋼材 

JIS G3106 

1 種 A SM400A ―  

1 種 B SM400B 27 21 

1 種 C SM400C 27 21 

2 種 A SM490A ―  

2 種 B SM490B 40 33 

2 種 C SM490C 40 33 

3 種 A SM490YA ―  

3 種 B SM490YB 40 33 

4 種 B SM520B 40 33 

4 種 C SM520C 40 33 

5 種 SM570 40 33 

圧力容器用鋼板 

JIS G3115 

1 種 SPV235 21 14 

2 種 SPV315 40 33 

3 種 SPV355 40 33 

4 種 SPV450 40 33 

5 種 SPV490 40 33 

中･常温圧力容器用炭素鋼鋼板 

JIS G3118 

1 種 SGV410 21 14 

2 種 SGV450 27 21 

3 種 SGV480 27 21 

ボイラ及び圧力容器用マンガンモ

リブデン鋼及びマンガンモリブデ

ンニッケル鋼鋼板 

JIS G3119 

1 種 A SBV1A 40 33 

1 種 B SBV1B 40 33 

2 種 SBV2 40 33 

3 種 SBV3 40 33 

圧力容器用調質型マンガンモリブ

デン鋼及びマンガンモリブデンニ

ッケル鋼 

JIS G3120 

1 種 A SQV1A 40 33 

1 種 B SQV1B 40 33 

2 種 A SQV2A 40 33 

2 種 B SQV2B 40 33 

3 種 A SQV3A 40 33 

3 種 B SQV3B 40 33 

低温圧力容器用炭素鋼鋼板 

JIS G3126 

1 種 A SLA235A 21 14 

1 種 B SLA235B 21 14 

2 種 A SLA325A 27 21 

2 種 B SLA325B 27 21 

3 種 SLA370 40 33 

ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管 

JIS G3461 

3 種 STB340 21 14 

4 種 STB410 27 21 

ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管 

JIS G3462 

12 種 STBA12 21 14 

13 種 STBA13 21 14 

20 種 STBA20 21 14 

22 種 STBA22 21 14 

23 種 STBA23 21 14 

24 種 STBA24 21 14 

25 種 STBA25 21 14 

26 種 STBA26 21 14 

高圧配管用炭素鋼鋼管 

JIS G3455 

2 種 STS370 21 14 

3 種 STS410 27 21 

4 種 STS480 27 21 
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高温配管用炭素鋼鋼管 

JIS G3456 

2 種 STPT370 21 14 

3 種 STPT410 27 21 

4 種 STPT480 27 21 

配管用合金鋼鋼管 

JIS G3458 

12 種 STPA12 21 14 

20 種 STPA20 ― ― 

22 種 STPA22 21 14 

23 種 STPA23 21 14 

24 種 STPA24 21 14 

25 種 STPA25 21 14 

26 種 STPA26 21 14 

低温配管用炭素鋼鋼管 

原子力発電用規格 

 GSTPL 27 21 

圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 

JIS G3202 

 SFVC2B 27 21 

圧力容器用調質型合金鋼鍛鋼品 

JIS G3204 

 SFVQ1A 40 33 

 SFVQ1B ―  

 SFVQ2A 40 33 

 SFVQ2B ― ― 

 SFVQ3 ― ― 

高温高圧用鋳鋼品 

JIS G5151 

1 種 SCPH1 21 14 

2 種 SCPH2 27 21 

11 種 SCPH11 27 21 

21 種 SCPH21 27 21 

32 種 SCPH32 27 21 

61 種 SCPH61 27 21 

炭素鋼鋳鋼品 

原子力発電用規格 

1 種 GSC1 21 14 

2 種 GSC2 27 21 

3 種 GSC3 27 21 

機械構造用炭素鋼鋼材 

JIS G4051 

 S10C 21 14 

S12C 21 14 

S15C 21 14 

S17C 27 21 

S20C 27 21 

S22C 27 21 

S25C 27 21 

S28C 27 21 

S30C 27 21 

S33C ― ― 

S35C ― ― 

ニッケルクロム鋼鋼材 

JIS G4102 

 SNC236 47 40 

 SNC631 47 40 

 SNC836 47 40 

ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 

JIS G4103 

 SNCM431 47 40 

 SNCM625 47 40 

 SNCM630 47 40 

クロムモリブデン鋼鋼材 

JIS G4105 

 SCM430 47 40 

 SCM432 47 40 
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 SCM435 47 40 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

「表１－８ 耐圧試験」の「機器」の欄に掲げる機器の溶接部は、同欄に掲げる区

分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐

え、かつ、漏えいがないものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該

圧力で試験を行うことが著しく困難である場合であって、可能な限り高い圧力で試験

を行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉

探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格する

ときは、この限りでない。なお、耐圧試験の保持時間は 10 分間とする。 

 

表１－８ 耐圧試験 

機器 試験圧力 

第
１
種
容
器 

内圧を

受ける

もの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力

バウンダリに属するものに限

る。） 

当該容器の最初の据付け後燃料を装入

するまでの間においては最高使用圧力

の 1.25 倍、その後においては通常運転

時における圧力の 1.1 倍の水圧（水圧

で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

そ

の

他

の

も

の

原子炉容器（原子炉冷却材

圧力バウンダリに属するも

のに限る。）と一体で試験を

行う必要があるもの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力バウン

ダリに属するものに限る。）の最初の据

付け後燃料を装入するまでの間におい

ては当該容器の最高使用圧力の 1.25

倍、その後においては当該容器の通常

運転時における圧力の1.1倍の水圧（水

圧で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

その他のもの 最高使用圧力の 1.25 倍の水圧（水圧で

試験を行うことが困難である場合は、

気圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの以外のもの 

外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.25 倍の水圧（水圧で試験を行うこ

とが困難である場合は、気圧） 

第
２
種
容
器 

内圧を受けるもの 最高使用圧力の 1.125 倍の気圧（気圧

で試験を行うことが困難である場合

は、最高使用圧力の 1.35 倍の水圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内圧が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の

差の 1.5 倍の気圧又は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.125 倍の気圧（気圧で試験を行う

ことが困難である場合は、最高使用圧

力の 1.35 倍の水圧） 

第３ 原子炉容器（原子炉冷却材圧力

バウンダリに属するものを除

原子炉容器の最初の据付け後燃料を装

入するまでの間においては当該容器の
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内 圧 を

受 け る

もの 

く。）及び原子炉容器と一体で

試験を行う必要があるもの 

最高使用圧力の 1.25 倍、その後におい

ては当該容器の通常運転時における圧

力の 1.1 倍の水圧（水圧で試験を行う

ことが困難である場合は、気圧） 

開放容器 胴板の頂部（屋根がない場合は、頂部の

山形鋼の下部）より 50mm 下部（いっ出

口がある場合は、いっ出口の下部）まで

水を満たしたときの圧力 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍の水圧（水圧で

試験を行うことが困難である場合は、

最高使用圧力の 1.25 倍の気圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの（開放容器を除く。）

大気圧と内面に受ける圧力との最高の

差の 1.5 倍の気圧又は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.5 倍の水圧（水圧で試験を行うこ

とが困難である場合は、当該差の 1.25

倍の気圧） 

第
１
種
管 

内 圧 を

受 け る

もの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力

バウンダリに属するものに限

る。）と一体で試験を行う必要

があるもの 

原子炉容器（原子炉冷却材圧力バウン

ダリに属するものに限る。）の最初の据

付け後燃料を装入するまでの間におい

ては当該容器の最高使用圧力の 1.25

倍、その後においては当該容器の通常

運転時における圧力の 1.1倍の水圧（水

圧で試験を行うことが困難である場合

は、気圧） 

その他のもの 最高使用圧力の 1.25 倍の水圧（水圧で

試験を行うことが困難である場合は、

気圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの以外のもの 

外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.25 倍の水圧（水圧で試験を行うこ

とが困難である場合は、気圧） 

第
３
種
管
・
第
４
種
管 

内 圧 を

受 け る

もの 

原子炉容器と一体で試験を行

う必要があるもの 

原子炉容器の最初の据付け後燃料を装

入するまでの間においては当該容器の

最高使用圧力の 1.25 倍、その後におい

ては当該容器の通常運転時における圧

力の 1.1 倍の水圧（水圧で試験を行う

ことが困難である場合は、気圧） 

試験圧力の異なる容器又は管

と一体で試験を行う必要があ

るもの（上欄に掲げるものを除

き、当該容器又は管と直接接続

される継手の溶接部に限る。）

低い方の圧力による水圧（水圧で試験

を行うことが困難である場合は、気圧）

開放容器に接続されるもの（当

該容器に最も近い止め弁まで

の部分に限る。） 

当該容器の胴板の頂部（当該容器に屋

根がない場合は、頂部の山形部の下部）

より 50mm 下部（いっ出口がある場合は、

いつ出口の下部）まで水を満たしたと

きの圧力 
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その他のもの 最高使用圧力の 1.5 倍の水圧（水圧で

試験を行うことが困難である場合は、

最高使用圧力の 1.25 倍の気圧） 

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの（開放容器に接続され

るものであって、当該容器に最

も近い止め弁までの部分を除

く。） 

大気圧と内面に受ける圧力との最高の

差の 1.5 倍の水圧又は気圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.5 倍の水圧（水圧で試験を行うこ

とが困難である場合は、当該差の 1.25

倍の気圧） 

第
５
種
管 

内圧を受けるもの 最高使用圧力の 1.25 倍の気圧又は水圧

外 圧 を

受 け る

もの 

内部が大気圧未満になること

により、大気圧により外圧を受

けるもの（開放部により内部と

外部が通じている管を除く。）

大気圧と内面に受ける圧力との最高の

差の 1.5 倍の気圧又は水圧 

その他のもの 外圧と内面に受ける圧力との最高の差

の 1.25 倍の気圧又は水圧 

（備考） 

１ 外圧を受けるものの試験圧力については、容器又は管の内部から加える圧力とするこ

とができる。 

 


